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第 47 回若年者心疾患・生活習慣病
対策協議会

平成 27 年 2 月 1 日（日）広島県

〔開会挨拶〕

　　若年者心疾患・生活習慣病対策協議会会長
北　村　惣一郎

　皆様おはようございます。
　それでは、第 47 回若年者心疾患・生活習慣
病対策協議会総会を開催させていただきたいと
思います。
　戦後 70 年を迎えて、この広島県医師会館に
入りますと、医師が火傷の治療をしている大き
な絵画が飾ってございます。日本人にとっては
戦後 70 年の平和を敬い、県民からは医療に関
する多くを期待される県医師会の皆様におかれ
ましてもなにかと御多忙中、また、県民の方が
たにとりましても、ひとしおの思いのある年で
ありますこの年に第 47 回が広島市で開催され
ることに大きな意味を感じております。平松惠
一広島県医師会会長ならびに県医師会の方がた
のご努力によりましてたいへん有意義なプログ
ラムを組んでいただき、若心協総会を開催する
ことが出来ることを会の代表といたしまして、
厚く御礼を申し上げたいと思います。
　私どもも 47 年の歴史を持ってきております
が、その間、子供たちの色々な心臓病・生活習
慣に関する家庭、学校、そして医師会、大学・
病院の医師、看護師、学校医、養護の先生方が
広く関連する本会の使命も時の流れとともに変
わってきていることは事実でございます。この
間も我が国の生まれつきの心臓病を持った子供
たちをいかに健全に学校で教育していくかと
言う話からはじまり、3 年前には、今回のテー
マにも挙がっております小児肥満という問題が、

先進国といわれる国の中で問題になっているこ
とも取り込んで、この協議会のテーマの一つに
加えて参っております。
　プログラム自身は県の医師会の先生方におま
かせして作成していただきました。たいへん素
晴らしいテーマやトピックスが取り上げられて
おりますので、どうか今日一日、お聞きになり
まして、益することがあればと思っている次第
でございます。
　また、今回の様に県の医師会、あるいは市の
医師会のご努力を持って、総会を年に一度、た
いへん寒い時期ではございますが、開催させて
いただいて参りました。早朝からたくさんの方
がたのご出席を賜りまして、このことも厚く御
礼申し上げたいと思います。
　それから、本総会は数年前から日本医師会の
先生方のご臨席をいただくかたちになっており
まして、昨日の理事会に於きましても、横倉会
長、そして、本日の総会に於きましても、石川、
道永両常任理事をお招きすることができました。
さらに申しますと、広島県知事、あるいは広島
県教育長様もお招きすることができ、平松先生
のご人望に厚く御礼を申し上げたいと思います。
　それでは、第 47 回若年者心疾患・生活習慣
病対策協議会総会を開催したいと思いますので、
何卒よろしくお願い申し上げます。
　最後にもう一度、広島県医師会の先生がたに
この総会の設営に向けてご努力をいただきまし
たことに厚く御礼申し上げます。
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〔開会挨拶〕

　　　第 47 回若年者心疾患・生活習慣病対策
　　　協議会総会会長・広島県医師会会長

平　松　惠　一

　皆様、おはようございます。
　第 47 回若年者心疾患・生活習慣病対策協議
会総会を本県において開催するにあたり、運営
を担当する広島県医師会を代表して一言ご挨拶
を申し上げます。
　皆様におかれましては、年始めの休日という
貴重な時間に、熱意を持って本総会にご出席を
賜りましたことに深く感謝と敬意を表します。
　今総会で第 47 回を数える若年者心疾患・生
活習慣病対策協議会は、長年にわたり学校心臓
検診に関する普及啓発を実施しており、平成
23 年度からはさらに循環器疾患と関連すると
される生活習慣病対策を協議する場として機能
しております。
　学校心臓健診、生活習慣病健診にかぎられま
したお話しではございませんけども、全国各地
では、日々多くの方が次世代を担う学童・生徒
の健診のため努力し地域にあった工夫がつみか
さねられています。
　若年者心疾患・生活習慣病対策協議会総会は
各地で積みかさねたられ、蓄積された工夫を共
有し、我が国全体でより良い環境を作ることに
繋がることがたいへん興味深い会でございま
す。
　皆様のご尽力により、各地域において AED 
の普及や学校、教員の先生方の理解が進んでき
ていることと思いますが、本日の総会を通じて
各関係者がさらに知識を深め、若年者が健やか
に成長することができる社会づくりがより一層
進むことを願います。

〔来賓挨拶〕

　　　　　　　　　　　日本医師会会長
横　倉　義　武

　先生方おはようございます。
　第 47 回若年者心疾患・生活習慣病対策協議
会総会にあたり、ひとことお祝いをもうしあげ
ます。
　本日、ご参集の先生方におかれましては日頃
より児童・生徒の生活習慣病、ならびに心疾患
の早期発見と予防、治療、管理指導にご尽力い
ただき心から感謝を申し上げ敬意を称するしだ
いであります。
　さて、昨年 4 月に学校保健安全法施行規則
の一部が改正されましたことは、先生方へのご
案内の通りです。文部科学省の今後の健康診断
のあり方等に関する検討会におきまして、約 2
年間に亘って学校健診の意義や目的について、
原点に立ち戻った深い議論が出され、その成果
ととして省令が改正されましたことは、たいへ
ん意義のあることと思います。
　学校健診は、スクリーニング検査であるとは
言われますが、その本来の趣旨は健診によって
学校における健康課題を浮き彫にして、健診
後の健康教育や個の子供たちの表質値までも
PDCA のサイクルも発していくことが寛容で
あると考えます。
　学校における心臓健診は昭和 29 年に大阪市
が学校健診の一環として初めたのが最初である
とお聞きしております。以来、我が国では実に
60 年に亘って学校心臓健診が実施されてまい
りました。心臓健診では、先程申しましたスク
リーニング検査にはじまる PDCA のサイクル
をまわしていくことを、早い時期からしっかり
と実践してきて下さっており、そのおかげで子
供たちの健康が保たれてきたのだと思います。
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〔来賓挨拶〕

　　　　　　　　　　　広島県知事
湯　﨑　英　彦

　皆様おはようございます。
　本日は多くの皆様のご出席のもと、第 47 回
若年者心疾患・生活習慣病対策協議会総会が盛
大に開催されますことを心からお喜び申し上げ
ます。
　皆様には、平素から地域住民の健康増進や、
生活習慣病対策にどの推進にご貢献していただ
いているところであり、この場をお借りして厚
く御礼申し上げます。
　さて、我が国は現在世界有数の長寿国と言わ
れる一方で、日常的な運動不足や食生活の乱れ
による肥満や生活習慣病の増加が問題となって
おります。
　こうした中、本県では、平成 25 年 3 月に広
島県健康増進計画である「第 2 次健康広島 21」
および、「第 2 次広島県食育推進計画」を改訂
するとともに県民の健康事業の推進を計るため
に重点的取組項目である、栄養、食生活やたば
こ対策をはじめ県民一人ひとりが生活習慣を改
善し生涯を通じて、心身ともに健康であること
が実感できる社会を実現にむけ、関係団体等連
携協力しながら生活習慣病の事々に取り組んで
おります。
　また、がん対策適正推進にむけ、行政、県が
適切な役割分担を、ともに双方が連携協力し、
県民総分担でがん対策適正推進にむけ、推進す
ることを目的とした「広島県がん対策推進条例
( 仮称 )」の策定にむけ、現在協議をすすめて
おります。
　県民が心身ともに健康で安心して暮らすこと
ができる社会を次にめざしてまいります。
 こうした取り組みを、そもそも学童期、小児

　昨年の 11 月に金沢市で日本医師会が開催い
たしました第 45 回全国学校保健・学校医大会
に於きましてもたいへん有意義な発表やご報告
を頂きました。健診結果をもとにしたさまざま
な分析や議論、発展的な取り組みが行われてい
る事例を記するたびに、我が国の学校心臓健診
の質の高さと学校心臓健診がまさに学校保健そ
のものの PDCA を増していく上でもお手本を
示してくださったと感じるしだいでございま
す。
　そして、心臓疾患に関して言えば、依然とし
て先天性心疾患や川崎病後遺症、心筋症、心臓
振動などの心疾患が子供たちの健康を犯し、そ
して、とおとい命を奪っている現実があります。
　ふまえて、近年の社会環境や生活様式、食生
活の著しい変化にともない、子供たちの肥満、
高脂血症、高血圧等の生活習慣病の増加傾向が
みられるようになっています。
　これまで、川崎病の早期発見や治療を始めと
する若年者心疾患と生活習慣病対策に献身的に
取り組み、実績を残してこられた若年者心疾患・
生活習慣病対策協議会様には一層期待が寄せら
れていると感じているところです。
　日本の将来を担う子供たちの健康と生涯保健
の充実にためにも、本日、ご参集の先生方にお
かれましては、今後も一層ご活躍されますこと
を期待申し上げます。
　むすびに、本総会の開催にあたり、ご尽力さ
れました若年者心疾患・生活習慣病対策協議会
北村惣一郎会長、ならびに、総会会長をお勤め
になられました広島県医師会平松惠一会長を始
め、関係者の皆様に深く敬意を称しますととも
に、本総会のご成功と今後、増々のご発展、そ
して、本日ご参集の皆様方の健勝を記念して、
お祝の言葉とさせていただきます。
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〔来賓挨拶〕

　　　　　　　　　　　広島県教育長
下　﨑　邦　明

　おはようございます。
　第 47 回若年者心疾患・生活習慣病対策協議
会総会の開催にあたりまして、一言ご挨拶を申
し上げます。
　ご参加の皆様には、日ごろから学校保健活動
の充実のため多大なご尽力を賜りとりわけ心身
に課題を抱える児童、生徒の健康の保持増進に
熱心に取り組んでいただいております。この場
をおかりいたしまして、厚く御礼を申し上げま
す。
　さて、近年児童、生徒を取り巻く社会環境や
生活様式が大きく変化し、ストレスにおける心
身の不調やアレルギー疾患、薬物乱用など心と
体の両面にかかわる様ざまな健康課題が生じて
おります。
　これらの諸課題に適切に対応していくために
は、すべての教職員がそれぞれの役割を果たし
ながら組織的に学校保健を推進するとともに、
学校医などの専門家や地域の医療官等の関係機
関の協力を得ながら、学校、家庭、地域が一体
となって社会全体で真剣に取り組んで行く必要
があると考えているところでございます。
　こうした中、全国各地から子供たちの健康課
題の解決に取り組まれている専門の皆様がお集
まりになり、学校における医療行為の問題の検
討や、先天性心疾患、小児肥満など子供たちの
健康課題にかかる研究協議が行われると言うこ
とは、たいへん意義深いことであると考えてお
ります。
　本日の研究協議がご参加の皆様にとりまして
実り多いものとなりますよう心から期待を申し
上げます。

期のころからの健康増進が重要であると思って
おります。
　皆様方におかれましてはひき続き健康作りを
通じて活力ある広島県作り、地域作りのお力添
えを賜りますようお願い申し上げます。
　おわりに、貴会の今後の増々のご発展とご参
集の皆様方のご健勝、ご多幸を記念しお祝いの
言葉とさせていただきます。
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　また、本総会の研究協議の内容を踏まえて、
児童、生徒が安心して学べる環境を整えるため
に引き続き、学校、家庭へのお力添えをいただ
きますよう改めてお願い申し上げます。
　むすびに、本総会の開催にご尽力いただきま
した広島県医師会をはじめ、関係の皆様に深く
感謝を申し上げますとともに、本総会の成功を
記念致しまして、お祝いの言葉とさせていただ
きます。

〔ワークショップ〕

『学校現場での医療行為を考える』

　　座長：わき小児科医院　院長
　　　　　　　　　　　　脇　　　千　明

　　　国立病院機構　福山医療センター
小児科医長　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　荒　木　　　徹

演者：

１．症例報告１
　　広島市立広島市民病院　循環器小児科

石　口　由希子

２．症例報告２
　　土谷総合病院小児科部長、ＮＩＣＵ室長

田　原　昌　博

３．学校の立場から
　　　広島県立呉特別支援学校　校長

水　田　弘　見

４．指定発言
　　　広島県医師会　常任理事

牛　尾　剛　士

５．患者の立場から
　一般社団法人　全国心臓病の子どもを守る会
　広島県支部　支部長

下　川　義　之
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１．症例報告１

在宅酸素療法（HOT）：　
　　　　学童期における問題点

　　　広島市立広島市民病院　循環器小児科
石　口　由希子

　2006 年以降当科において 18 歳までに HOT 
を開始した 111 例（男：女 =62：49、開始年
齢 0 − 17 歳：平均 1.3 歳）について調査した。
① HOT 継続中の未就学児 20 例、②就学まで
に HOT 中止 73 例（死亡７含む）、③就学中
の HOT 施行 18 例（開始年齢 < ６歳 10、≧６
歳８）の３群に分類し、主に③に関して疾患、
HOT の適応理由、学校での使用機器、実際の
問題点などにつき調査、考察した。疾患は単心
室８例（グレン術後２、フォンタン術後６例）
で全例チアノーゼあり、二心室 10 例（手術な
し：肺動脈性肺高血圧２、心筋症１、手術後：
肺動脈閉鎖／主要体肺側副動脈４、21trisomy 
合併の完全房室中隔欠損２）であった。二心室
症例は全例肺高血圧のため HOT の適応となっ
ていた。酸素吸入が夜間のみの５例を除く 13
例は学校で酸素吸入しており、使用機器は酸素
ボンベ７例、酸素濃縮器６例であった。学校で
の HOT 施行の可否が問題となった症例はいな
かったが、濃縮器設置については学校による対
応の違いがみられた。
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２．症例報告２

酸素療法について

　　土谷総合病院小児科部長、ＮＩＣＵ室長
田　原　昌　博

（はじめに）
　多くの学校現場では、医療的ケアが必要な生
徒に対し、個々の状態に合わせて責任のとれる
可能な範囲で対応している現状がある。

（方　法）
　在宅酸素を導入している心疾患患児の中で、
学校に酸素濃縮器を設置している患児 7 人を
対象にアンケートを実施し、現在の問題点を抽
出した。

（結　果）
　学校側の理解不足、偏見、管理に対する不安
などによって、過度の活動制限、頻回な保護者
の呼び出し、保護者による監視が行われる場合
があった。受け入れに積極的な姿勢が見られる
学校もあり、うまくいっているケースでは、主
治医、学校関係者、保護者での話し合いが行わ
れていた。

（考　察）
　学校側の慎重な対応が伺われるが、時に過度
の活動制限が行われていた。支援要員不足に伴
い、必要な介助が受けられない場合もあった。
病院、学校、保護者の間で話し合い、学校の教
職員の間でも連携をはかることで、理解不足に
起因する様々な問題点は回避できる可能性があ
る。
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３．学校の現場から

　　　広島県立呉特別支援学校　校長
水　田　弘　見

　平成 26 年度、広島県内の学校で実施されて
いる医療的ケアは、特別支援学校で 267 行為、
小学校中学校で 22 行為である。特別支援学校
は主として看護師が対応し認定特定業務従事者
資格のある教諭も関わる。小学校中学校は主と
して保護者が対応している。喉頭軟化症や二分
脊椎症の児童の対応を看護師が行っているケー
スもある。
　特別支援学校での医療的ケア実施に係る課題
は、病態の重度化に係る学習継続の見極めであ
る。学校生活では、通学を含めて身体を動かす
ことが多く、活動の休息のバランスや安静状態
の保持に係る判断に苦慮している。つまり、医
療的ケアの実施だけでは状態の改善が見られな
いケースが増加しているからである。学校看護
師からは主治医から適宜指示を受けたいという
声があがっている。
　嘗ては、慢性疾患等による長期療養医療を必
要とする児童生徒は病院併設の学校や院内学級
へ在籍した。医療が著しく進歩している今日、
そうした長期入院を要するケースは大きく減少
している。医療の進歩、在宅ケア等の普及に、
学校はどういうスタンスで臨むのか。その情報
発信が求められている。
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※特別支援学校在籍者の内、施設・病院で医療的ケアを実施しているケースは除く。
　広島西医療センターに隣接する広島西特別支援学校の他に、重症心身障害児施設への訪問
　教育を行っている特別
　支援学校が４校ある。小学校や中学校では、県立広島病院、広島市立広島市民病院、広島
　大学病院、JA 尾道総合病院等に院内学級がある。
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４．指定発言

　　　　　　　広島県医師会　常任理事
牛　尾　剛　士

　平成 23 年６月の「介護サービスの基盤強化
のための介護保険法等の一部を改正する法律に
よる社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正
する法律（以下、介護等改正法とする）」では
平成 24 年４月より一定の研修を受けた介護職
員等が一定の条件下で、たんの吸引等の医行為
を「実質的違法性阻却」によるものではなく、
制度上、実施できるようになった。この中で「介
護職員等」の「等」として特別支援学校の教師
にも一部準用されることになった。この法律で
特定医行為が規定されたが、それ以外の医行為
としてのグレ－ゾ－ンが残っており特別支援学
校の学校医として課題となっている。

教員ができる行為（特定行為）
　• 口腔内の喀痰吸引
　• 鼻腔内の喀痰吸引
　• 気管カニューレ内部の喀痰吸引
　• 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
　• 経鼻経管栄
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５．患者の立場から

　一般社団法人　全国心臓病の子どもを守る会
　広島県支部　支部長

下　川　義　之

　近年、在宅酸素療法の心臓病児が増えており、
学校での酸素療法のニーズはさらに高まるもの
と思われる。一方、一般の学校では各県 ･ 市の
教育委員会から在宅酸素療法が認められたり、
されなかったりという事例が見受けられる。広
島では主治医の先生方の積極的な働きかけによ
り、比較的柔軟に受入れられている現状がある
が、学校現場での対応のバラツキをなくすため
には環境整備が必要であり、さらに医療、教育、
保護者による「病児をとりまく医療と教育のヨ
コの連携をはかる」ことが解決の糸口になると
期待している。
　医療技術の進歩により先天性心臓病児の
90％は成人を迎える時代となり、心臓病児者
の「自立」が新たな課題となっている。自立支
援のために福祉制度の充実などがはかられてい
るが、自立のために最も重要なことは「教育」
と考えている。
　在宅酸素療法は心臓病児の学校生活の質を向
上させ体調管理を改善させる。また、装置の操
作性も簡便であり、若干の注意は必要であるが、
学校生活でのリスクを低減させて、地域での就
学の機会を得ている会員の事例を紹介する。
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（特別講演Ⅰ）

　　座長：おかはた小児科クリニック　院長
岡　畠　　　進

「成人となった先天性心疾患」

　　　　　　聖路加国際病院　特別顧問
　　　　　　心血管センター長

丹　羽　公一郎

　小児期の慢性疾患は、成人となっても経過観
察、治療が必要なことが少なくありません。先
天性心疾患は慢性疾患ですので、多くは、成人
になっても継続的な経過観察が必要です。小児
期に適切な手術が行われていても、加齢ととも
に心血管疾患の遺残症、続発症が悪化して遠隔
期の合併症となり、加療、再手術が必要となる
ことも少なくありません。我が国では、すでに
先天性心疾患患者の多くが成人となりました。
先天性心疾患は加齢に伴い、心機能の悪化、不
整脈、心不全、突然死、再手術、感染性心内膜
炎、妊娠、出産、高血圧、冠動脈異常、非心臓
手術などにより病態、罹病率、生命予後が修飾
されます。また、就業、保険、結婚、心理的社
会的問題など成人特有の問題を抱えます。成人
期の先天性心疾患、すなわち成人先天性心疾患
は、小児期とは異なる特徴があり、病態の把握、
治療と診療体制、社会心理的な問題の把握も大
切です。
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（一般演題）

　　　　座長：中国労災病院小児科部長
小　西　央　郎

１．「生活習慣病予防対策に関する
　　広島市学校保健会の取り組み」

　　　　広島市医師会常任理事
永　田　　　忠

２．「安佐コホートスタディにおける
　　縦断的調査による遠隔成績から、
　　成人病予防を考える」

　　　　安佐医師会学童血液追跡調査委員会
　　　　委員長

桑　原　正　彦

１．「�生活習慣病予防対策に関する
　　広島市学校保健会の取り組み」

　　　　　　　　広島市医師会常任理事
永　田　　　忠

　広島市学校保健会では、平成 16 年度から「生
活習慣病予防対策部会」を立ち上げ、パイロッ
トスタディとして小学校を選択し、定期的に測
定する身長・体重のデータをソフトに入力し肥
満度を調べ、低身長・やせ傾向・肥満傾向児を
見出し、各校で学校医と一緒に生活指導等を含
めフォロー、３年間検討した。その結果その有
用性が確認できたので、広島市教育委員会を通
して、各学校に児童生徒に対して栄養状態等を
視診だけではなく、客観的なデータに基づき、
それぞれ個人について評価、フォローするよう
に、ソフトも提供して提案した。その後、毎年
部会で肥満度等の活用に関して検討を進めてい
るが、残念ながら市全体としての活用には至っ
ていない。本年度、「平成 24・25 年度　研究
のまとめ　成長からみる健康課題への取り組み
～保健指導を中心として～」という冊子を広島
市学校保健会養護教諭部会で作成し全学校に配
布した。平成 26 年８月に学校現場で児童生徒
の栄養状態評価に客観的なデータを用いている
か、またこの冊子を活用しているか等を調査し
たが、充分な活用には至っていなかった。今後、
当学校保健会では、できるだけ早期に全市的に
肥満度を用いた児童生徒の栄養状態評価が実施
できるようにしていきたいと考えている。今回
はこの取り組みについて紹介する。
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２．「�安佐コホートスタディにおける
　　縦断的調査による遠隔成績から
　　成人病予防を考える」

　　　　安佐医師会学童血液追跡調査委員会
　　　　委員長

桑　原　正　彦

　広島県安佐医師会学校保健部会と安佐地区学
校保健会では、1978 年以来、毎年継続して、
健康調査を行い、その成果を随時地域の保健活
動に役立てるべく、学会発表や広報用パンフを
作成している（安佐コホートスタディ、ＡＣＳ
と略す）。本学会誌にも、一部掲載している。
　２種類の調査をしているが、①小学生時代の
健康調査をした対象児を、毎年継続して健康
チェックをする縦断的リサーチ、②管内の特定
の３地区３小学校の６年生を、ほぼ５年間隔で
健康診査をして、その地域の社会的、環境的影
響を調べ、日常の保健室活動や地域医療活動に
寄与する資料を作成する横断的リサーチであ
る。
　①は、既に 37 年を経過して、膨大なデータ
バンクが出来つつある。最終目的は、被験者が、
どんな疾患に罹患するか？ということであり、
その予防策を探ることができれば、ＡＣＳの努
力が報いられる。
　②は、37 年間に、特に高脂血症について、
同一小学校６学年の健康状態の変遷を、比較検
討が可能になる。また、検査時点での、子ども
たちの社会環境が彼らの健康に大きく影響して
いる可能性を指摘できる。このことは、保健室
での健康指導や日常の診療に大きく寄与でき
る。
　今回は、①について、40 歳前後になった被
験者が、小学校時代の健康状態との相関がある
のか否か、また、現在どのような疾患に罹患し

ているのか、そして、彼らの現在の食生活はど
うかの３点について、まとめたので、諸兄のご
批判を頂きたい。
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〔特別講演Ⅱ〕

　　　　座長：新田小児科　院長
新　田　康　郎

「小児肥満とメタボリックシンドローム
—個人と社会の生活習慣—」

　　　　　鳥取大学医学部　保健学科長
　　　　　母性・小児家族看護学 教授

花　木　啓　一 

　文科省学校保健統計調査によれば、1970 年
には 12 歳児童の肥満頻度は約３％でした。そ
して、その 30 年後の 2000 年に 40 代になっ
た彼らの肥満頻度は約 20 ～ 30％です。とこ
ろが同じ 2000 年の報告で、12 歳小児の肥満
頻度はすでに約 10％となっていますので、こ
のままの傾向が続けば、次の 30 年後、つまり
2030 年には、40 代成人の肥満頻度が単純計算
で約 70％という、恐ろしい予測値となってし
まいます。現在の米国では、BMI25 以上の頻
度が 65％ですので、この予測はあながち的は
ずれとも言えません。
　私たち日本人の生活習慣はこの数十年間で大
きく変化し、とくに食生活では、エネルギー、
脂肪の摂取が大幅に増加しました。このままの
生活習慣を続けていては、近い将来、本邦でも
現在の米国のように多くの人が糖尿病や心血管
病で命を落とすことになります。それどころか、
私たち東洋人は白人に比べて、同程度の肥満で
もより糖尿病になりやすい体質をもっているの
で、将来の本邦の状況はさらにすさまじいもの
になりそうです。
　米国では、カリフォルニア州の一部で、ファー
ストフードのキッズメニューに、おもちゃなど
のおまけをつけることが禁止されました。歩い
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て学校や買い物に行けるよう、街の構造自体を
作り変えようという試みもあります。さらには、
自らが大量生産してきたコーンシロップや砂糖
を、最近では、肥満発症へ繋がる “毒物”、あ
るいは、際限ない過剰摂取につながる “麻薬”
であるとして規制すべきだとの論調も見受けら
れます。米国では、肥満の撲滅には個人だけで
なく社会の変革が必要だとしてすでに立ち上が
りました。私たち日本人も社会全体でこの問題
に取り組んでいかねばなりません。

⑴があり、⑵～⑷のうち２項目を有する場合にメタボリック症
　候群と診断する。

（注）腹囲／身長が 0.5 以上であれば項目⑴に該当するとする
　　 小学生では腹囲 75cm 以上で項目⑴に該当するとする

参考１:　
小児肥満の展望を明るくするための key words

#1 生活習慣と遺伝的素因の両面から
#2 治療の対象の明確化（メタボの社会的認知）
#3 肥満小児だけでなく、家族全体への介入が必要
#4 健康のために、社会構造の変革が必要
#5 日本人は何を食べるべきかを真剣に考える

⇒　医療機関の中だけではなく、社会への提言が重要

参考２：
小児のメタボリックシンドローム診断基準
　　　　　　　　　　　　　（2007 年３月策定）

⑴　腹囲 　80cm 以上（注）
⑵　血清脂質
　　中性脂肪 120 mg/dl 以上　and/or
　　HDL コレステロール 40 mg/dl 未満
⑶　血圧
　　収縮期血圧 125 mmHg 以上　and/or
　　拡張期血圧 70 mmHg 以上
⑷　空腹時血糖 100 mg/dl 以上
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〔特別講演Ⅲ〕

　　　　　　座長：はたの小児科　院長
波多野　修　一

「カテーテル治療から見た学童期の
先天性心疾患」

　　　広島市立広島市民病院　循環器小児科　
　　　主任部長

鎌　田　政　博

　学童期の心疾患は、
　I 群：学童期に初めて治療されるもの
　II 群：幼児期までに治療され、フォローアッ
プ中のものに大別される。
　I 群には、心房中隔欠損、動脈管開存など、
新しいディバイス、治療法により修復可能と
なった疾患群が含まれる。II 群には a）軽症大
動脈弁逆流を残した心室中隔欠損など、いわゆ
る根治術を終了し生活制限の不要なもの、b）
ファロー四徴など、術後も有意な狭窄病変、弁
逆流、不整脈などが残存し生活制限を必要とす
るもの、そして c）Fontan 手術後に代表され
るように、特殊な血行動態が持続するサブグ
ループが含まれる。I 群では、新しいディバイ
スを使用するゆえの合併症、問題点があり、学
校生活上注意が必要となる。また II-b）、II-c）
群には、生活制限が必要で、継続的な内服治療、
さらなる修復手術が必要となる症例も少なくな
い。
　今回、学童期心疾患の問題点、管理上の注意
点を、カテーテル治療という側面から覗いてみ
たい。
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（総　括）

　　　　　　　　　日本医師会常任理事
道　永　麻　里

　本日は、本協議会の総会にお招きいただき本
当にありがとうございました。
　本協議会の取り組みには改めて敬意を称する
しだいでございます。まず、午前中の在宅酸素
療法につきましては、ワークショップ後にお話
ししましたが、もちろん体制整備の課題がござ
います。ただ、酸素療法自体が特定行為か特定
行為でないかそう言った定義が先決ではないか
と思っています。
　午後では、小児生活習慣病健診の取り組みの
ご紹介、学童のコホート調査の取り組みのご紹
介がありました。
　コホート調査はとてもたいへんだと思いま
す。非常にためになる調査でございます。
　全国で児童、生徒の生活習慣病を取り組んで
おりますが、平成 25 年度になりますが、九州
に於きまして「小児生活習慣病、予防健診の標
準化普及のため教育委員会へのはたらきかけに
ついて」という要望書が九州各県の医師会から、
それぞれの教育委員会に提出されております。
　また、日本医師会より昨年の 2 月の学校保
健講習会に於きまして「学童期・思春期の生活
習慣病予防対策」と言うシンポジウムを開催致
しました。本協議会の長嶋先生をお招きし、活
発な議論がなされたところです。
　また、平成 25 年度にまとまりました文科省
の「今後の健康診断のあり方」等に関する研究
会報告では、生活習慣病健診については、血液
検査を全国一律に学校で行うことは困難である
と結論づけられております。
　しかし、是非とも実質的な小児生活習慣病研
究の拡大、コホート調査などのエビデンスを蓄

積し、シンポジウム、研究会などにより順次小
児生活習慣病の常用性の周知を重ねるととも
に、教育委員会への働きかけなども行い、研修
項目への取り組みが必然的になるように期待し
ています。
　また、昨年の 2 月に日本医師会が学校保健
委員会の答申を出しましたが、現在多様化する
子供たちの健康問題の解決旨趣とするために、
学校医のほかに専門診療官の医師や医師会、教
育委員会、教育関係者から参画して取り組む「子
供たちの健康支援の仕組み」を提言しておりま
す。
　これにつきましては、文部科学大臣を訪問し
報告をいたしております
　先天性心疾患の子供たちは、学校生活指定管
理指導票活用によって表面は保てるようになっ
てまいりましたが、高い専門性を求められるた
め、学校医の他に専門医療官の医師、知識者、
教育委員会が加わってこの仕組みが機能すれ
ば、デリケートなケアが求められる主観を持つ
子供の表面がさらに安定するのでは、と考えて
います。
　また、子供のころからの正しい生活習慣を確
立するためには、学校に於ける健康診断と血液
検査を含む事後措置の支援サイクルが必要だと
考えております。
　日本医師会としましては、若年者心疾患・生
活習慣病対策協議会の実的役割の充実を考え、
これからのさまざまなバックアップが出来ると
考えております。
　本日は誠にありがとうございました。
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〔閉会挨拶〕

　　　　　　　　　　　　広島県医師会
渡邊常任理事

　以上をもちまして、第 47 回若年者心疾患・
生活習慣病対策協議会総会を終了いたしまし
た。
　本日は早朝より、広島県内のみならず、全国
各地から多くの学校保健に携わる先生方にお集
まりいただきまして、誠にありがとうございま
した。
　本日、ご来賓いただきました日本医師会常任
理事の石川広己先生、道永麻里先生、そしてす
ばらしいご講演を賜りました聖路加国際病院の
丹羽公一郎先生、鳥取大学医学部の花木啓一先
生、広島市立広島市民病院の鎌田政博先生をは
じめ、ワークショップ・一般演題でご発表いた
だきました皆様に改めて厚くお礼申し上げま
す。
　本日の会でいただきました多くのご発表と、
皆様の知識、工夫、熱意は、参加いただいた皆
様の中でしっかりと共有されたとことと思いま
す。今後、皆様それぞれの地域に持ち帰られ、
活動に活かしていただくことで子供たちがより
健やかに過ごせる環境づくりの一助になればと
思う次第です。
　皆さまには長時間にわたりご協力いただき、
深く感謝申しあげます。
　どうぞお気をつけてお帰り下さい。
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学校心臓検診・生活習慣病予防に関する要望書

１．小児生活習慣病に関する要望
　特定健診・保健指導の最大のターゲットである生活習慣病は、小児期からの健全な生活習慣の確立・発症
予防が重要であることは、論を俟ちません。生活習慣病発症要因の一つである肥満は、学校保健統計調査
によれば、小児期においてやや減少傾向ではありますが、それでも約 1 割という高頻度で存在しています。
各地区における小児期の脂質調査においても、一定の割合で脂質異常を呈する小児が報告されています。小
児期の肥満や脂質異常には、トラッキング現象の存在が報告されており、成人期の動脈硬化性疾患のハイリ
スク群となる可能性が高いと考えられます。他の生活習慣病のリスク対策として有用な禁煙対策・食育を含
む減塩対策や規則正しい生活習慣なども、幼児期から学童期・思春期を通じて継続して行うことが大切です。
しかし、小児期の生活習慣病やメタボリックシンドロームへの対策は、いまだ十分に実施されているとは言
えません。学校での学習指導や保健活動のなかに、これらの多岐にわたる生活習慣病についての概念と実効
性のある予防対策を早急に組み入れていただくとともに、学習指導要領と学校保健安全法に基づいた児童生
徒の生活習慣病予防検診の導入について早急にご検討いただきたいと存じます。具体的に以下の点を強く要
望いたします。
要望事項
・小児生活習慣病予防検診を、心臓・腎臓検診と同様に必須項目として加える
・検診活動に積極的に関与するよう関係機関に要請する

２．学校心臓検診に関する要望
　小児の心臓疾患については、近年の治療法の進歩に伴いますます救命率が向上しておりますが、重症心疾
患児ではさまざまな薬物に加えて酸素吸入を行いながら通学する児童も増えております。これには、右左短
絡の遺残による低酸素血症がある場合、肺高血圧症等があり酸素吸入により肺血管の拡張を行う目的がある
場合、フォンタン術後などで酸素投与により低酸素血症の改善と肺血管抵抗の改善を図る場合などが考えら
れます。入学に際してスムーズに受け入れていただけなかったり、なかなか酸素療法をしていることに理解
をいただけず、特に問題がないと思われるのにもかかわらず保護者の付添を要請される場合もあり、不急不
要な状況であっても保護者が呼び出されたり、児童を早退させて帰宅させる事態も生じています。酸素療法
を施行されている心疾患児が学校生活の中でスムーズに受け入れられ、適切な管理がなされるよう、環境整
備をしていただく必要があると考え、以下の点を強く要望します。
・在宅酸素療法を行って生活する児童生徒が、看護師が常駐していない状況にあっても学校において酸素

療法を続けることが可能と医師が判断した場合、医師の指示書があれば、小中学校に支障なく受け入れ
られるよう法的整備を図っていただきたい。

・健康状態の変化に応じて、事前の医師の指示の範囲内で学校医または主治医と保護者の同意のもとに酸
素投与量や方法を調整することができるようにしていただきたい。

平成 27 年 2 月 1 日
第 47 回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会総会会長　平松　惠一

若年者心疾患・生活習慣病対策協議会会長　北村惣一郎
　厚生労働大臣　　　　　　　殿
　文部科学大臣　　　　　　　殿
　府県教育委員会教育長　　　殿
　政令都市教育委員会教育長　殿
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◎会誌 “声・広場” 欄について◎

　中日本地域と全国の若年心疾患・生活習慣病に関する広報宣伝と、お互いの共通した情報交換の“声・
広場” の欄を、地域における心臓検診状況・生活習慣病対策の実施状況報告や保健教育、研修活動と、
次に将来的な計画、これらの行事予定を寄稿て頂きます。
　特に地区理事の方々には、定期的に情報の寄稿をいただきますようご協力ください。

◆若心協会誌投稿規定◆

1.　投稿者は若心協会員に限る。
2.　掲載の採否は広報委員会で決定する。
3.　原稿の長さは原則として写真・図表・文献を含め若心協原稿用紙 (400 字詰 )10 枚以内図・写真・    
　　心電図等はそのまま製版できる鮮明なものに限る。
4.　別刷は投稿者の希望により 50 部単位で作成し、その費用は自己負担とする。
5.　校正は初校のみ投稿者に依頼し、再校以後は編集委員において行う。

原稿送付先 : 〒 541-0046　大阪市中央区平野町３丁目２-13
平野町中央ビル４Ｆ　福田商店広告部内

若年者心疾患・生活習慣病対策協議会事務局

編 輯 後 記
　大変遅くなりましたが、第 47 回若年者心疾患・生活習慣病対策協議会総会の記録として、若年者
心疾患・生活習慣病対策協議会誌（2015 年　第 43 巻、１号）を発行することができました。演者
の先生方の貴重なスライド原稿を掲載させていただき、感謝いたします。今後とも本会の活動にご支
援、ご助言をいただけましたら幸いです。最後に、会誌の発行が遅くなりましたことをお詫びすると
共に、関係の方々の今後のご活躍をお祈りいたします。

会誌編集主幹　新垣　義夫

若年者心疾患・生活習慣病対策協議会会誌　2015　№ 1
　平成 28 年２月 29 日　発行
　編集者　新　垣　義　夫
　発行者　北　村　惣一郎
　発行所　若年者心疾患・生活習慣病対策協議会
〒 541-0046　大阪市中央区平野町３丁目２-13
　　　　　　　平野町中央ビル４Ｆ　福田商店広告部内
　　　　　　　TEL　（06）6231-2723
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